
山
梨
県
公
報
　
　
第
一
〇
一
号
　
　
令
和
二
年
六
月
四
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

二
八
五

山
梨
県
公
報

第
一
〇
一
号

令
和
二
年

六
月
四
日

木　曜　日

目

次

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更
（
三
件
）	

二
八
五

○
道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
）	

二
八
六

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定	

二
八
六

公

告

○
令
和
二
年
度
前
期
技
能
検
定
の
中
止	

二
八
七

公
安
委
員
会

○
高
速
自
動
車
国
道
中
央
自
動
車
道
等
の
自
動
車
の
通
行
禁
止
制
限
そ
の
他
の
交
通
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　	

二
八
七

　
制
の
一
部
改
正告

　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
八
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
六
月
二
十
五
日
ま
で
一
般
の

縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
六
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
道
路
の
種
類
　
一
般
国
道

二
　
路
線
名
　
三
百
五
十
八
号

三
　
道
路
の
区
域

区
間

旧
新

の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

甲
府
市
右
左
口
町
字
日
陰
山
四
六
八
八
番
三
二
七

地
先
か
ら

甲
府
市
右
左
口
町
字
日
陰
山
四
六
八
八
番
三
三
二

地
先
ま
で

旧

二
一
・
七
～

　
　
　
三
七
・
七

　
　
三
〇
・
〇

新

二
二
・
一
～

　
　
　
三
七
・
七

　
　
三
〇
・
〇

山
梨
県
告
示
第
百
八
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
峡
北
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
六
月
二
十
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
六
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
線
名
　
韮
崎
増
富
線

三
　
道
路
の
区
域

区
間

旧
新

の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

北
杜
市
須
玉
町
江
草
字
横
引
一
〇
六
二
七
番
一
地

先
か
ら

北
杜
市
須
玉
町
江
草
字
大
渡
一
五
九
二
九
番
一
地

先
ま
で

旧

五
・
五
～

　
　
　
五
〇
・
六

　
四
七
八
・
〇

新

五
・
五
～

　
　
一
〇
四
・
六

　
四
八
三
・
八

一
五
・
六
～

　
　
一
一
三
・
九

　
三
九
六
・
九

山
梨
県
告
示
第
百
八
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
六
月
二
十
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
六
月
四
日

区
間

旧
新

の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

甲
府
市
右
左
口
町
字
日
陰
山
四
六
八
八
番
三
二
七

地
先
か
ら

甲
府
市
右
左
口
町
字
日
陰
山
四
六
八
八
番
三
三
二

地
先
ま
で

旧

二
一
・
七
～

　
　
　
三
七
・
七

　
　
三
〇
・
〇

新

二
二
・
一
～

　
　
　
三
七
・
七

　
　
三
〇
・
〇



山
梨
県
公
報
　
　
第
一
〇
一
号
　
　
令
和
二
年
六
月
四
日

二
八
六

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
六
月
二
十
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
六
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

一
般
国

道

四
百
十
一
号

甲
州
市
勝
沼
町
等
々
力
字
桜
地
蔵
一

六
七
七
番
一
地
先
か
ら

甲
州
市
勝
沼
町
等
々
力
字
蛇
池
一
六

三
二
番
一
地
先
ま
で

　
二
七
四
・
二

令
和
二
年
六

月
四
日

山
梨
県
告
示
第
百
八
十
八
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面

は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
及
び
峡
南
建
設
事
務
所
身
延
支
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
六
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

急
傾
斜
地
崩

壊
危
険
区
域

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
番
号
一
号
か
ら
十
号
ま
で
の
標
柱

を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
番
号
十
号
と
一
号
の
標
柱
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た

区
域
並
び
に
標
柱
番
号
十
一
号
か
ら
三
十
号
ま
で
の
標
柱
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び

標
柱
番
号
三
十
号
と
十
一
号
の
標
柱
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

標
柱
番
号

郡
　
　
市

町
　
村

大
　
　
字

　
字

地
　
番

十
島

一二三四五六七八九十十
一

十
二

十
三

十
四

十
五

十
六

十
七

十
八

十
九

二
十

二
十
一

二
十
二

二
十
三

二
十
四

二
十
五

二
十
六

二
十
七

二
十
八

二
十
九

三
十

南
巨
摩
郡

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

南
部
町

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

十
島

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

久
奈
ノ
平

同同同同同同三
堂
澤

同久
奈
ノ
平

的
場

久
奈
ノ
平

同同同宮
个
尾

同同同的
場

同宮
个
尾

同同同的
場

同同同同

一
七
八
三
番
一

一
七
八
三
番
二

一
七
八
二
番

一
七
八
七
番

同同一
七
八
五
番

八
番

一
〇
番

一
七
八
四
番

三
〇
四
番

一
七
九
五
番

同同同一
八
〇
九
番

一
八
五
三
番
一

同同三
四
〇
番
二

三
三
九
番
一

一
八
〇
五
番

一
八
〇
四
番

一
八
〇
三
番

一
八
〇
二
番

三
一
五
番

同三
一
〇
番

三
〇
六
番
一

三
〇
四
番

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
道
路
の
種
類
　
一
般
国
道

二
　
路
線
名
　
四
百
十
一
号

三
　
道
路
の
区
域

区
間

旧
新

の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

甲
州
市
勝
沼
町
休
息
字
子
安
一
三
二
五
番
三
地
先

か
ら

甲
州
市
勝
沼
町
休
息
字
子
安
一
三
二
七
番
四
地
先

ま
で

旧

一
六
・
八
～

　
　
　
四
五
・
一

　
　
一
五
・
〇

新

一
六
・
八
～

　
　
　
四
五
・
一

　
　
一
五
・
〇

山
梨
県
告
示
第
百
八
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
六
月
二
十
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
六
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

一
般
国

道

四
百
十
一
号

甲
州
市
勝
沼
町
休
息
字
子
安
一
三
三

一
番
一
地
先
か
ら

甲
州
市
勝
沼
町
等
々
力
字
天
神
道
上

一
七
二
〇
番
一
地
先
ま
で

　
三
一
五
・
〇

令
和
二
年
六

月
四
日

山
梨
県
告
示
第
百
八
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務



山
梨
県
公
報
　
　
第
一
〇
一
号
　
　
令
和
二
年
六
月
四
日

二
八
七

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
五
十
三
号

高
速
自
動
車
国
道
中
央
自
動
車
道
等
の
自
動
車
の
通
行
の
禁
止
制
限
そ
の
他
の
交
通
規
制
（
昭
和
四

十
九
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
し
、
関
係
道
路
標
識
等
が

設
置
又
は
撤
去
さ
れ
た
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和

三
十
五
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
四
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
石
　
　
川
　
　
　
　
　
恵

別
表
第
一
の
一
六
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
二
の
二
三
九
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一
六
三

中
央
自
動
車
道

（
上
り
線
談
合

坂
ス
マ
ー
ト
イ

ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ

流
入
ラ
ン
プ
）

上
野
原
市
大
野
八
、
二

七
七
番
地
先
（
市
道
と

の
交
差
点
）
か
ら
上
野

原
市
大
野
四
、
六
八
九

番
地
九
先
（
談
合
坂
サ

ー
ビ
ス
エ
リ
ア
駐
車
場

）
ま
で
（
四
八
五
メ
ー

ト
ル
）

自
動
車

終
日

高
速

令
和
二
年
六
月

四
日
告
示
第
五
三
号

一
六
四

中
央
自
動
車
道

（
上
り
線
談
合

坂
ス
マ
ー
ト
イ

ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ

流
出
ラ
ン
プ
）

上
野
原
市
大
野
四
、
六

二
六
番
地
一
先
（
談
合

坂
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
駐

車
場
）
か
ら
上
野
原
市

大
野
八
、
二
六
二
番
地

先
（
市
道
と
の
交
差
点

）
ま
で
（
三
七
〇
メ
ー

ト
ル
）

自
動
車

終
日

高
速

令
和
二
年
六
月

四
日
告
示
第
五
三
号

一
六
五

中
央
自
動
車
道

（
下
り
線
談
合

坂
ス
マ
ー
ト
イ

ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ

流
入
ラ
ン
プ
）

上
野
原
市
大
野
八
、
二

一
五
番
地
先
（
上
り
線

流
入
ラ
ン
プ
と
の
分
岐

部
）
か
ら
上
野
原
市
大

野
四
、
四
三
五
番
地
五

先
（
下
り
線
本
線
と
の

合
流
部
）
ま
で
（
二
八

〇
メ
ー
ト
ル
）

自
動
車

終
日

高
速

令
和
二
年
六
月

四
日
告
示
第
五
三
号

一
六
六

中
央
自
動
車
道

（
下
り
線
談
合

坂
ス
マ
ー
ト
イ

ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ

流
出
ラ
ン
プ
）

上
野
原
市
大
野
四
、
六

二
三
番
地
三
先
（
下
り

線
本
線
と
の
分
岐
部
）

か
ら
上
野
原
市
大
野
八

、
二
二
一
番
地
先
（
上

り
線
流
出
ラ
ン
プ
と
の

合
流
部
）
ま
で
（
三
一

五
メ
ー
ト
ル
）

自
動
車

終
日

高
速

令
和
二
年
六
月

四
日
告
示
第
五
三
号

公
　
　
　
告

◉
　
令
和
二
年
度
前
期
技
能
検
定
の
中
止

令
和
二
年
三
月
二
日
及
び
同
年
四
月
十
三
日
付
け
で
公
告
し
た
令
和
二
年
度
前
期
技
能
検
定
に
つ
い

て
は
、
実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
の
い
ず
れ
も
中
止
す
る
。

令
和
二
年
六
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

公
安
委
員
会

急
傾
斜
地
崩

壊
危
険
区
域

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
番
号
一
号
か
ら
十
号
ま
で
の
標
柱

を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
番
号
十
号
と
一
号
の
標
柱
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た

区
域
並
び
に
標
柱
番
号
十
一
号
か
ら
三
十
号
ま
で
の
標
柱
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び

標
柱
番
号
三
十
号
と
十
一
号
の
標
柱
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

標
柱
番
号

郡
　
　
市

町
　
村

大
　
　
字

　
字

地
　
番

十
島

一二三四五六七八九十十
一

十
二

十
三

十
四

十
五

十
六

十
七

十
八

十
九

二
十

二
十
一

二
十
二

二
十
三

二
十
四

二
十
五

二
十
六

二
十
七

二
十
八

二
十
九

三
十

南
巨
摩
郡

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

南
部
町

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

十
島

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

久
奈
ノ
平

同同同同同同三
堂
澤

同久
奈
ノ
平

的
場

久
奈
ノ
平

同同同宮
个
尾

同同同的
場

同宮
个
尾

同同同的
場

同同同同

一
七
八
三
番
一

一
七
八
三
番
二

一
七
八
二
番

一
七
八
七
番

同同一
七
八
五
番

八
番

一
〇
番

一
七
八
四
番

三
〇
四
番

一
七
九
五
番

同同同一
八
〇
九
番

一
八
五
三
番
一

同同三
四
〇
番
二

三
三
九
番
一

一
八
〇
五
番

一
八
〇
四
番

一
八
〇
三
番

一
八
〇
二
番

三
一
五
番

同三
一
〇
番

三
〇
六
番
一

三
〇
四
番



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
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㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
一
〇
一
号
　
　
令
和
二
年
六
月
四
日

二
八
八

二
四
七

中
央
自
動

車
道
（
上

り
線
談
合

坂
ス
マ
ー

ト
イ
ン
タ

ー
チ
ェ
ン

ジ
流
入
ラ

ン
プ
）

上
野
原
市
大
野
八
、
二

七
七
番
地
先
（
市
道
と

の
交
差
点
）
か
ら
上
野

原
市
大
野
四
、
六
八
九

番
地
九
先
（
談
合
坂
サ

ー
ビ
ス
エ
リ
ア
駐
車
場

）
ま
で

四
八
五

メ
ー
ト

ル

自
動
車

三
〇

高
速

令
和
二
年
六

月
四
日

告
示
第
五
三

号

二
四
八

中
央
自
動

車
道
（
上

り
線
談
合

坂
ス
マ
ー

ト
イ
ン
タ

ー
チ
ェ
ン

ジ
流
出
ラ

ン
プ
）

上
野
原
市
大
野
四
、
六

二
六
番
地
一
先
（
談
合

坂
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
駐

車
場
）
か
ら
上
野
原
市

大
野
八
、
二
六
二
番
地

先
（
市
道
と
の
交
差
点

）
ま
で

三
七
〇

メ
ー
ト

ル

自
動
車

三
〇

高
速

令
和
二
年
六

月
四
日

告
示
第
五
三

号

二
四
九

中
央
自
動

車
道
（
下

り
線
談
合

坂
ス
マ
ー

ト
イ
ン
タ

ー
チ
ェ
ン

ジ
流
入
ラ

ン
プ
）

上
野
原
市
大
野
八
、
二

一
五
番
地
先
（
上
り
線

流
入
ラ
ン
プ
と
の
分
岐

部
）
か
ら
上
野
原
市
大

野
四
、
四
三
五
番
地
五

先
（
下
り
線
本
線
と
の

合
流
部
）
ま
で

二
八
〇

メ
ー
ト

ル

自
動
車

三
〇

高
速

令
和
二
年
六

月
四
日

告
示
第
五
三

号

二
五
〇

中
央
自
動

車
道
（
下

り
線
談
合

坂
ス
マ
ー

ト
イ
ン
タ

ー
チ
ェ
ン

ジ
流
出
ラ

ン
プ
）

上
野
原
市
大
野
四
、
六

二
三
番
地
三
先
（
下
り

線
本
線
と
の
分
岐
部
）

か
ら
上
野
原
市
大
野
八

、
二
二
一
番
地
先
（
上

り
線
流
出
ラ
ン
プ
と
の

合
流
部
）
ま
で

三
一
五

メ
ー
ト

ル

自
動
車

三
〇

高
速

令
和
二
年
六

月
四
日

告
示
第
五
三

号

二
四
〇

上
野
原
市
大
野

四
、
四
三
五
番

地
一
先
（
下
り

線
本
線
と
下
り

線
談
合
坂
ス
マ

ー
ト
イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ
流
入

ラ
ン
プ
と
の
合

流
部
）

上
野
原
イ
ン

タ
ー
チ
ェ
ン

ジ
か
ら
大
月

イ
ン
タ
ー
チ

ェ
ン
ジ
方
向

へ

自
動
車

終
日

高
速

令
和
二
年
六
月

四
日
告
示
第
五
三
号

二
四
一

上
野
原
市
大
野

四
、
四
三
五
番

地
五
先
（
下
り

線
談
合
坂
ス
マ

ー
ト
イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ
流
入

ラ
ン
プ
と
下
り

線
本
線
と
の
合

流
部
）

市
道
と
の
交

差
点
か
ら
大

月
イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ
方

向
へ

自
動
車

終
日

高
速

令
和
二
年
六
月

四
日
告
示
第
五
三
号

二
四
二

上
野
原
市
大
野

八
、
二
二
七
番

地
先
（
上
り
線

談
合
坂
ス
マ
ー

ト
イ
ン
タ
ー
チ

ェ
ン
ジ
流
出
ラ

ン
プ
と
下
り
線

談
合
坂
ス
マ
ー

ト
イ
ン
タ
ー
チ

ェ
ン
ジ
流
出
ラ

ン
プ
と
の
合
流

部
）

談
合
坂
サ
ー

ビ
ス
エ
リ
ア

駐
車
場
か
ら

市
道
と
の
交

差
点
方
向
へ

自
動
車

終
日

高
速

令
和
二
年
六
月

四
日
告
示
第
五
三
号

二
四
三

上
野
原
市
大
野

八
、
二
二
六
番

地
先
（
下
り
線

談
合
坂
ス
マ
ー

ト
イ
ン
タ
ー
チ

ェ
ン
ジ
流
出
ラ

ン
プ
と
上
り
線

談
合
坂
ス
マ
ー

ト
イ
ン
タ
ー
チ

ェ
ン
ジ
流
出
ラ

ン
プ
と
の
合
流

部
）

下
り
線
本
線

か
ら
市
道
と

の
交
差
点
方

向
へ

自
動
車

終
日

高
速

令
和
二
年
六
月

四
日
告
示
第
五
三
号

別
表
第
三
の
二
四
六
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二
四
七

中
央
自
動

車
道
（
上

り
線
談
合

坂
ス
マ
ー

ト
イ
ン
タ

ー
チ
ェ
ン

ジ
流
入
ラ

ン
プ
）

上
野
原
市
大
野
八
、
二

七
七
番
地
先
（
市
道
と

の
交
差
点
）
か
ら
上
野

原
市
大
野
四
、
六
八
九

番
地
九
先
（
談
合
坂
サ

ー
ビ
ス
エ
リ
ア
駐
車
場

）
ま
で

四
八
五

メ
ー
ト

ル

自
動
車

三
〇

高
速

令
和
二
年
六

月
四
日

告
示
第
五
三

号

二
四
八

中
央
自
動

車
道
（
上

り
線
談
合

坂
ス
マ
ー

ト
イ
ン
タ

ー
チ
ェ
ン

ジ
流
出
ラ

ン
プ
）

上
野
原
市
大
野
四
、
六

二
六
番
地
一
先
（
談
合

坂
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
駐

車
場
）
か
ら
上
野
原
市

大
野
八
、
二
六
二
番
地

先
（
市
道
と
の
交
差
点

）
ま
で

三
七
〇

メ
ー
ト

ル

自
動
車

三
〇

高
速

令
和
二
年
六

月
四
日

告
示
第
五
三

号

二
四
九

中
央
自
動

車
道
（
下

り
線
談
合

坂
ス
マ
ー

ト
イ
ン
タ

ー
チ
ェ
ン

ジ
流
入
ラ

ン
プ
）

上
野
原
市
大
野
八
、
二

一
五
番
地
先
（
上
り
線

流
入
ラ
ン
プ
と
の
分
岐

部
）
か
ら
上
野
原
市
大

野
四
、
四
三
五
番
地
五

先
（
下
り
線
本
線
と
の

合
流
部
）
ま
で

二
八
〇

メ
ー
ト

ル

自
動
車

三
〇

高
速

令
和
二
年
六

月
四
日

告
示
第
五
三

号

二
五
〇

中
央
自
動

車
道
（
下

り
線
談
合

坂
ス
マ
ー

ト
イ
ン
タ

ー
チ
ェ
ン

ジ
流
出
ラ

ン
プ
）

上
野
原
市
大
野
四
、
六

二
三
番
地
三
先
（
下
り

線
本
線
と
の
分
岐
部
）

か
ら
上
野
原
市
大
野
八

、
二
二
一
番
地
先
（
上

り
線
流
出
ラ
ン
プ
と
の

合
流
部
）
ま
で

三
一
五

メ
ー
ト

ル

自
動
車

三
〇

高
速

令
和
二
年
六

月
四
日

告
示
第
五
三

号


